
 

 

不祥事根絶に向けた緊急メッセージについて 

 

　令和６年４月以降、公立学校の教職員が盗撮等の疑いで逮捕される事案が連続して生起していることから、

臨時の県立学校長会議を開催し、教育長から不祥事根絶に向けた緊急メッセージを発出します。 

 

１　日　時 

　　令和６年５月30日（木）11時30分～11時50分 

 

２　場所 

　　県庁東館４階　教育委員会室（対面及びオンライン開催【ZOOM使用】） 

 

３　臨時県立学校長会議次第 

　（１）概要説明 

　（２）教育長緊急メッセージ 

 

４　その他 

　・　広島県公立高等学校長協会の一部の役員は対面で、それ以外の校長についてはオンラインにより参加し、

会議を開催します。 

　・　会議は公開で行われます。終了後は、引き続き、教育委員会室において、教育長が10分程度の囲み取材

の対応を行います。 

　・　市町教育委員会に対しても、別途、同様のメッセージを発出します。 

 

 

 

教職員課長　藤井　典之 

(内線) 4920 

(直通電話) 082‐513‐4920 

(e-mail) kyoushokuin@pref.hiroshima.lg.jp
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